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はじめに 

 

現在、乳幼児から高齢者まで国民の約２人に１人が気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、 

花粉症、食物アレルギーなどのアレルギー疾患に罹患していると言われています。 

アレルギー疾患は、症状の悪化や軽快、再燃を繰り返し、治療のための通院や入院が必

要となることや、学校、職場等において、適切な理解、支援が得られないことにより、日

常生活に多大な影響を及ぼしていることがあります。更に、アナフィラキシーショックな

ど、突然症状が悪化することにより、緊急の対応を要することもあります。 

また、科学的知見に基づく医療を受けられることにより、症状のコントロールがおおむ

ね可能となってきているものの、全てのアレルギー疾患を有する方が適切な医療を受けら

れているとも言い切れないのが現状です。 

 県では、平成２７年１２月に施行された「アレルギー疾患対策基本法」や、その後国が

策定した「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」に基づき、アレルギー疾患

対策を総合的かつ計画的に推進するため、「千葉県アレルギー疾患対策推進計画」を平成 

３１年３月に策定し、「アレルギー疾患に関する知識の普及、アレルギー疾患の発症・重症

化予防」、「アレルギー疾患医療提供体制の確保」、「アレルギー疾患を有する者・家族の生

活の質の維持向上」等を基本的施策として、推進してまいりました。 

今般、現行計画期間の終了を迎え、更に「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な

指針」が令和４年３月に改正されたことを踏まえ、計画を改定しました。新たな計画では、

これまでの取組に加え、アレルギー疾患について、出生前から保護者等に適切な情報提供

を行うことや、人材育成について、対象とする施設や医療従事者の職種を拡大することな

どに対応していくこととしています。 

 この計画に基づき、医療機関、事業者、市町村、教育・保育施設、学校、社会福祉施設

等の関係機関や県民の皆様とともに、アレルギー疾患を有する方やその御家族が安心して

生活できる社会を目指して、アレルギー疾患対策に取り組んでまいりますので、県民の皆

様のより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定に当たり、多大なる御協力をいただきました「千葉県アレルギー

疾患医療連絡協議会」の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただきました県民の皆様

に、心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

千葉県知事  熊谷 俊人   
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